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令和元年第４回下仁田町議会定例会会議録第２号（１１日） 
招集年月日 令和元年１２月９日 

招集の場所 下 仁 田 町 議 会 議 場 

開閉会日時 開 会 令和元年１２月 ９日午前10時00分 議 長 島 﨑 紘 一 

及 び 宣 言 閉 会 令和元年１２月１７日午前10時08分 議 長 島 﨑 紘 一 

応（不応）招議員 議席番号 氏 名 出席等の別 議席番号 氏 名 出席等の別 

及 び 出 席 並 び に １ 小井土 光 弘 ○ ７ 佐 藤  博 ○ 

欠 席 議 員 ２ 大 手 博 幸 ○ ８ 千 野 榮 治 ○ 

出 席  １ ２ 名 ３ 佐々木 信 也 ○ ９ 島 﨑 紘 一 ○ 

欠 席    名 ４ 岡 田 邦 敏 ○ １０ 堀 口 博 志 ○ 

欠 員    名 ５ 木 暮 弘 元 ○ １１ 岡 田 武 二 ○ 

 凡   例   ６ 岩 崎 正 春 ○ １２ 佐 藤 公 夫 ○ 

○ 出席を示す       

△ 欠席を示す       

× 不応招示す       

会 議 録 署 名 議 員 ５番 木 暮 弘 元 ６番 岩 崎 正 春  

職務のため議場に 

出席したものの氏名 
事 務 局 長 岩 井  収 書 記 佐 藤 里 奈 

 町 長 原  秀 男 農 林 課 長 佐 藤 正 明 

地方自治法 教 育 長 茂 木  学 商 工 観 光 課 長 佐 藤 圭 司 

第１２１条に 総 務 課 長 岡 野  均 建 設 水 道 課 長 阪 本  睦 

より説明のた 企 画 課 長 猪 野  馨 教 育 課 長 大小原 敏 江 

め出席した者 住 民 税 務 課 長 猪 野 ともえ   

の氏名 会 計 課 長 林  通 典   

 福 祉 課 長 岡 田 恵 子   

 保 健 課 長 永 井 邦 佳   
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議 事 日 程  別紙のとおり 

 ───────────────────── 

会 議 に 付 し た 議 件 

 ───────────────────── 

１ 諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦について 

２ 諮問第４号 人権擁護委員候補者の推薦について 

３ 第77号議案 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について 

４ 第78号議案 下仁田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 

５ 第79号議案 下仁田町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例 

６ 第80号議案 令和元年度下仁田町一般会計補正予算（第４号） 

  第81号議案 令和元年度下仁田町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

  第82号議案 令和元年度下仁田町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

  第83号議案 令和元年度下仁田町浄化槽整備事業特別会計補正予算（第２号） 

  第84号議案 令和元年度下仁田町水道事業会計補正予算（第２号） 

 

会 議 の 経 過 

────────────── 

    開  会    令和元年１２月１１日  午前１０時００分 

────────────────── 

○議長 島﨑紘一  これから、本日の会議を開きます。 

──────────────────── 

○議長 島﨑紘一  日程第１、諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦についてを

議題とし、提案理由の説明を住民税務課長に求めます。住民税務課長 

（猪野ともえ住民税務課長 登壇） 

○住民税務課長 猪野ともえ  命によりまして、諮問第３号を朗読し、ご提案、ご

説明申し上げます。 

     諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦について、下記の者を人権擁護委

員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求める。 

     記、住所、■■■■■■■■■■■■■■■、氏名、中澤一夫、■■■■

■■■■■■■■。令和元年１２月９日提出、下仁田町長 原秀男。 

     提案理由、中澤一夫氏が令和２年３月３１日任期満了となるためでござい

ます。 

     以上、よろしくお願いいたします。 

○議長 島﨑紘一  提案理由の説明が終わりましたので、採決いたします。 
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     諮問第３号を原案のとおり同意することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 島﨑紘一  ご異議ないものと認めます。よって、諮問第３号は原案のとお

り同意することに決定いたしました。 

──────────────────── 

○議長 島﨑紘一  次に、日程第２、諮問第４号 人権擁護委員候補者の推薦につ

いてを議題とし、提案理由の説明を住民税務課長に求めます。住民税務課長 

（猪野ともえ住民税務課長 登壇） 

○住民税務課長 猪野ともえ  命によりまして、諮問第４号を朗読し、ご提案、ご

説明申し上げます。 

     諮問第４号 人権擁護委員候補者の推薦について、下記の者を人権擁護委

員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求める。 

     記、住所、■■■■■■■■■■■■■■■■、氏名、赤岡ちよ子、■■

■■■■■■■■。令和元年１２月９日提出、下仁田町長 原秀男。 

     提案理由、島﨑孝一氏が令和２年３月３１日任期満了となるためでござい

ます。 

     以上、よろしくお願いいたします。 

○議長 島﨑紘一  提案理由の説明が終わりましたので、採決いたします。 

     諮問第４号を原案のとおり同意することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 島﨑紘一  ご異議ないものと認めます。よって、諮問第４号は原案のとお

り同意することに決定いたしました。 

──────────────────── 

○議長 島﨑紘一  次に、日程第３、第７７号議案 群馬県市町村総合事務組合の

規約変更に関する協議についてを議題とし、提案理由の説明を総務課長に求

めます。総務課長 

（岡野均総務課長 登壇） 

○総務課長 岡野均  命によりまして、第７７号議案を朗読し、ご提案、ご説明申

し上げます。 

     第７７号議案 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議につい

て、群馬県市町村総合事務組合規約の変更について、地方自治法第２８６条

第１項の規定により、別紙のとおり群馬県市町村総合事務組合組織団体間に

おいて協議の上定めることについて、同法第２９０条の規定により、議会の

議決を求める。令和元年１２月９日提出、下仁田町長 原秀男。 
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     提案理由、令和２年４月１日から、群馬県市町村総合事務組合の組織団体

である群馬東部水道企業団が別表第２の１の項の事務の共同処理を開始する

こと及び同組合の組織団体である藤岡市が別表第２の３の項の事務の共同処

理を開始すること並びに同組合規約別表について所要の規定の整備を行うた

めでございます。 

     別紙規約変更に関する協議書につきましては、説明を省略させていただき

ます。 

     以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長 島﨑紘一  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 島﨑紘一  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 島﨑紘一  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第７７号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 島﨑紘一  挙手全員です。よって、第７７号議案は原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 島﨑紘一  次に、日程第４、第７８号議案 下仁田町会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する条例を議題とし、提案理由の説明を総務課長に求

めます。総務課長 

（岡野均総務課長 登壇） 

○総務課長 岡野均  命によりまして、第７８号議案を朗読し、ご提案、ご説明申

し上げます。 

     第７８号議案 下仁田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例、趣旨、第１条、この条例は、地方自治法第２０３条の２第５項及び第

２０４条の第３項並びに地方公務員法第２４条第５項の規定に基づき、法第

２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必

要な事項を定めるものとする。 

     以下の内容につきましては、さきの全員協議会でご説明いたしましたので、

省略させていただきます。 

     ７ページをお願いいたします。 
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     附則、施行期日、第１条、この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

     職員の給与に関する条例の一部改正、第２条、下仁田町職員の給与に関す

る条例の一部を次のように改正する。 

     第２２条を次のように改める。会計年度任用職員の給与等、第２２条、法

第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員の給与及び費用弁償は、別

に条例で定める。 

     令和元年１２月９日提出、下仁田町長 原秀男。 

     以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長 島﨑紘一  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 島﨑紘一  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 島﨑紘一  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第７８号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 島﨑紘一  挙手全員です。よって、第７８号議案は原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 島﨑紘一  次に、日程第５、第７９号議案 下仁田町会計年度任用職員の

勤務時間、休暇等に関する条例を議題とし、提案理由の説明を総務課長に求

めます。総務課長 

（岡野均総務課長 登壇） 

○総務課長 岡野均  命によりまして、第７９号議案を朗読し、ご提案、ご説明申

し上げます。 

     第７９号議案 下仁田町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条

例、趣旨、第１条、この条例は、地方公務員法第２４条第５項の規定に基づ

き、第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に

関し必要な事項を定めるものとする。 

     以下の内容につきましては、さきの全員協議会でご説明いたしましたので、

ご省略させていただきます。 

     ４ページをお願いいたします。 

     附則、施行期日、第１条、この条例は、令和２年４月１日から施行する。 



- 46 - 

     以下の内容につきましても、さきの全員協議会でご説明を申し上げました

ので、ご省略をさせていただきます。 

     令和元年１２月９日提出、下仁田町長 原秀男。 

     以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長 島﨑紘一  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 島﨑紘一  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 島﨑紘一  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第７９号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 島﨑紘一  挙手全員です。よって、第７９号議案は原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 島﨑紘一  次に、日程第６、第８０号議案から第８４号議案までの各議案

を一括議題とし、第８０号議案 令和元年度下仁田町一般会計補正予算（第

４号）から順次説明を願います。総務課長 

（岡野均総務課長 登壇） 

○総務課長 岡野均  命によりまして、第８０号議案を朗読し、ご提案、ご説明申

し上げます。 

     第８０号議案 令和元年度下仁田町一般会計補正予算（第４号）、平成元

年度下仁田町、令和元年度……。 

（「何してんだよ」「暫時休憩」の声あり） 

○総務課長 岡野均  暫時休憩お願いいたします。 

○議長 島﨑紘一  暫時休憩します。 

休  憩  午前１０時１３分 

再  開  午前１０時２５分 

○議長 島﨑紘一  休憩を解いて再開いたします。総務課長 

（岡野均総務課長 登壇） 

○総務課長 岡野均  第８０号議案書につきまして、一部字句の誤りがございまし

た。議案書１ページを差しかえのほうお願いいたしたいと思います。 

     それでは、命によりまして、第８０号議案を朗読し、ご提案、ご説明申し
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上げます。 

     第８０号議案 令和元年度下仁田町一般会計補正予算（第４号）、令和元

年度下仁田町の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

     歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

５億３３１万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６１億

３，１５８万１，０００円とする。 

     第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

     繰越明許費、第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に

繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

     地方債の補正、第３条、地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

     令和元年１２月９日提出、下仁田町長 原秀男。 

     ２ページをお願いいたします。 

     第１表、歳入歳出予算補正でございますが、款の区分と補正予算額を申し

上げます。 

     初めに、歳入でございます。１５款国庫支出金２億１，１１０万９，０００

円、１６款県支出金２，０３５万５，０００円、１７款財産収入８７９万

８，０００円、１８款寄附金６０万円、１９款繰入金１，８２５万８，０００

円の減、２１款諸収入１，５５０万６，０００円、２２款町債２億６，５２０

万円、歳入合計５６億２，８２７万１，０００円から５億３３１万円を追加

し、６１億３，１５８万１，０００円としたいとするものでございます。 

     ３ページをお願いいたします。 

     歳出でございます。１款議会費１５万５，０００円、２款総務費８１９万

５，０００円、３款民生費２，５５６万８，０００円、４款衛生費２，３５９

万２，０００円、６款農林水産業費１４１万９，０００円、７款商工費１９１

万１，０００円、８款土木費１６４万１，０００円、９款消防費５３５万

７，０００円、１０款教育費２７０万７，０００円。 

     ４ページをお願いいたします。 

     １１款災害復旧費４億３，２７６万５，０００円、歳出合計５６億２，８２７

万１，０００円から５億３３１万円を追加し、６１億３，１５８万１，０００

円としたいとするものでございます。 

     次ページをお願いいたします。 

     第２表、繰越明許費でございます。６款農林水産業費、第１項農業費は、

小規模農村整備事業で５，８６６万７，０００円、８款土木費、２項道路橋
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梁費は、過疎道路基礎基幹整備が８，１１０万円、橋梁維持管理が２，９９０

万３，０００円、３項河川費は、河川改良で１，９８０万円、１１款災害復

旧費、１項公共土木施設災害復旧費は、現年度道路橋梁災害復旧事業単独が

２，６２５万６，０００円、現年度道路橋梁災害復旧事業補助が２億６，９２８

万２，０００円、現年度河川災害復旧事業単独が８９１万円、現年度河川災

害復旧事業補助が１，４２６万７，０００円、２項農業水産業施設災害復旧

費は、林道災害復旧事業で４，３６７万円、３項文教施設災害復旧費は、学

校教育施設災害復旧事業が４００万円、保健体育施設災害復旧事業が３６３

万円、４項その他公共施設公用施設災害復旧費は、消防防災施設災害復旧事

業で２，３８２万６，０００円を、それぞれ繰り越したいとするものでござ

います。 

     ６ページをお願いいたします。 

     第３表、地方債補正です。初めに、追加でございます。起債の目的、災害

復旧事業債は、限度額２億６，４８０万円を新たに追加したいとするもので

ございます。 

     次に、変更でございます。起債の目的、過疎対策事業債は、限度額２億

９，２４０万円に４０万円を追加し、２億９，２８０万円に変更したいとす

るものでございます。 

     なお、起債の方法、利率、償還の方法は、補正前と同じでございます。 

     次のページをお願いいたします。 

     歳入歳出予算事項別明細書でございますが、１の総括につきましては説明

を省略させていただきます。また、１０ページ、２の歳入及び１４ページ、

３の歳出につきましては、さきの全員協議会でご説明をいたしましたので、

ご省略させていただきます。 

     以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長 島﨑紘一  以上で一般会計補正予算の説明が終わりました。 

     次に、第８１号議案 令和元年度下仁田町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）、第８２号議案 令和元年度下仁田町介護保険特別会計補正予算

（第２号）について、提案理由の説明を福祉課長に求めます。福祉課長 

（岡田恵子福祉課長 登壇） 

○福祉課長 岡田恵子  命によりまして、第８１号議案及び８２号議案を朗読し、

ご提案、ご説明申し上げます。 

     第８１号議案 令和元年度下仁田町国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）、令和元年度下仁田町の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、
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次に定めるところによる。 

     歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 

     令和元年１２月９日提出、下仁田町長 原秀男。 

     次のページをお願いいたします。 

     第１表、歳入歳出予算補正でございますが、款の区分と補正予算額を申し

上げます。 

     初めに、歳入でございます。１款国民健康保険税８５０万円、４款県支出

金８５０万円の減、歳入合計９億６，３１４万円、補正の増減はありません

ので、９億６，３１４万円でございます。 

     次に、歳出でございます。２款保険給付費８５０万円の減、１０款予備費

８５０万円、歳出合計９億６，３１４万円、補正の増減はありませんので、

９億６，３１４万円でございます。 

     次のページの歳入歳出予算事項別明細書でございますが、１の総括につき

ましては省略させていただきます。また、５ページ、２の歳入及び７ページ、

３の歳出につきましては、さきの全員協議会でご説明させていただきました

ので、省略させていただきます。 

     次に、８２号議案をお願いいたします。 

     第８２号議案 令和元年度下仁田町介護保険特別会計補正予算（第２号）、

令和元年度下仁田町の介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

     歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

２６万６，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３

億８，３８２万７，０００円とする。 

     第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

     令和元年１２月９日提出、下仁田町長 原秀男。 

     次のページをお願いいたします。 

     第１表、歳入歳出予算補正でございますが、款の区分と補正予算額を申し

上げます。 

     初めに、歳入でございます。３款国庫支出金６万７，０００円、４款支払

基金交付金７万２，０００円、５款県支出金３万３，０００円、７款繰入金

９万４，０００円、歳入合計１３億８，３５６万１，０００円に２６万
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６，０００円を追加し、１３億８，３８２万７，０００円としたいものとす

るものでございます。 

     次のページで、歳出でございます。５款地域支援事業費２６万６，０００

円、歳出合計１３億８，３５６万１，０００円に２６万６，０００円を追加

し、１３億８，３８２万７，０００円としたいものとするものでございます。 

     次のページをお願いいたします。 

     歳入歳出予算事項別明細書でございますが、１の総括につきましては省略

させていただきます。また、６ページ、２の歳入及び７ページ、３の歳出に

つきましては、さきの全員協議会でご説明させていただきましたので、省略

させていただきます。 

     以上でございますが、よろしくお願い申し上げます。 

○議長 島﨑紘一  次に、第８３号議案 令和元年度下仁田町浄化槽整備事業特別

会計補正予算（第２号）、第８４号議案 令和元年度下仁田町水道事業会計

補正予算（第２号）について、提案理由の説明を建設水道課長に求めます。 

     建設水道課長 

（阪本睦建設水道課長 登壇） 

○建設水道課長 阪本睦  命によりまして、第８３号議案及び第８４号議案を朗読

し、ご提案、ご説明申し上げます。 

     第８３号議案 令和元年度下仁田町浄化槽整備事業特別会計補正予算（第

２号）、令和元年度下仁田町浄化槽整備事業特別会計補正予算（第２号）は

次に定めるところによる。 

     歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

１１２万８，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

８，９７１万８，０００円とする。 

     第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正額の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算の補正」による。 

     地方債の補正、第２条、地方債の追加は、「第２表 地方債補正」による。 

     令和元年１２月９日提出、下仁田町長 原秀男。 

     次のページをお願いいたします。 

     第１表、歳入歳出予算補正でございますが、款の区分と補正予算額を申し

上げます。 

     歳入、３款国庫支出金４０万円、６款繰入金３２万８，０００円、９款町

債４０万円、歳入合計８，８５９万円に１１２万８，０００円を加え、

８，９７１万８，０００円としたいとするものでございます。 
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     次に、歳出です。同じく款の区分と補正額のみを申し上げます。 

     １款浄化槽事業費８０万円、２款公債費３２万８，０００円、歳出合計

８，８５９万円に１１２万８，０００円を追加し、８，９７１万８，０００

円としたいとするものでございます。 

     次のページをお願いいたします。 

     第２表、地方債補正追加でございます。起債の目的、浄化槽施設設置事業、

災害復旧事業債でございます。限度額４０万円。起債の目的、証書借り入れ

または証券発行です。利率３％以内、ただし、利率の見直し、方法、借り入

れる政府資金及び地方公共団体金融機構については、利率の見直しを行った

後において、当該見直し後の利率です。償還の方法、これについては、補正

前と方法が同じでございますので、省略させていただきます。 

     次のページをお願いいたします。 

     歳入歳出予算事項別明細書でございますが、１款の総括につきましては省

略させていただきます。なお、５ページの２、歳入、６ページの３、歳出に

つきましては、さきの全員協議会でご説明いたしましたので、説明は省略さ

せていただきます。 

     続いて、第８４号議案をお願いいたします。 

     第８４号議案 令和元年度下仁田町水道事業会計補正予算（第２号）、総

則、第１条、令和元年度下仁田町水道事業会計補正予算（第２号）は、次に

定めるところによる。 

     収益的収入及び支出、第２条、令和元年度下仁田町水道事業会計予算第３

条を次のように改め、収益的収入及び支出の予定額を補正する。 

     第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。なお、営

業費中、災害復旧費４７０万８，０００円の財源に充てるため、企業債２００

万円を借り入れる。 

     科目、既決予定額、補正予定額、計の順で読み上げます。なお、款の区分

のみ申し上げます。 

     収入、第１款水道事業収益、２億５，０４７万７，０００円、４３５万

８，０００円、２億５，４８３万５，０００円。 

     支出、第１款水道事業費用、２億４，６２２万５，０００円、６３６万

９，０００円、２億５，２５９万４，０００円です。 

     資本的収入及び支出、第３条、予算第４条本文括弧中、「資本的収入額が

資本的支出額に対し不足する額７，５９０万円」を「資本的収入額が資本的

支出額に対し不足する額７，９５１万８，０００円」に、「当年度分消費税
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及び地方消費税資本的収支調整額１８６万６，０００円」を「当年度分消費

税及び地方消費税資本的収支調整額３３３万４，０００円」に、「過年度分

損益勘定留保資金６２６万７，０００円」を「過年度分損益勘定留保資金

１，８６９万４，０００円」に、「減債積立金１，４２８万１，０００円」

を「減債積立金４００万４，０００円」に改め、資本的収入及び支出の予定

額を次のとおり補正します。 

     次のページをお願いします。 

     科目、既決予定額、補正予定額、計の順で読み上げます。なお、款の区分

のみ申し上げます。 

     収入、第１款資本的収入、１億１３３万２，０００円、１，２７９万

６，０００円、１億１，４１２万８，０００円。 

     支出、第１款資本的支出、１億７，７２３万２，０００円、１，６４１万

４，０００円、１億９，３６４万６，０００円です。 

     企業債、第４条、予算第５条に定めた表に次の表の項を加えた。起債の目

的、災害復旧債、限度額が７３０万円、起債の方法、証書借り入れ、利率、

年３％以内、償還の方法、貸し付け先の融資条件による。 

     議会の議決を経なければ流用することのできない経費、第５条、予算第８

条に定めた経費の金額を次のとおり改める。 

     科目、既決予定額、補正予定額、計、職員給与費、３，１０１万２，０００

円、補正予定額、３６万円、３，１３７万２，０００円です。 

     令和元年１２月９日提出、下仁田町長 原秀男。 

     ８ページの実施計画以降につきましては、さきの全員協議会でご説明いた

しましたので、説明は省略させていただきます。 

     以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長 島﨑紘一  提案理由の説明が終わりましたので、第８０号議案から第８４

号議案に対する質疑に入ります。 

     質疑に際しましては、会計名とページ数を申し述べていただきますよう、

あらかじめお願いをいたします。 

     それでは、質疑を願います。佐藤公夫君 

○１２番 佐藤公夫  ８０号議案 令和元年下仁田町一般会計補正予算、ページ数

が５ページ、過日の全員協議会等では、忙しくてなかなか、台風１９号の被

害状況の報告ができないということになっておりました。予算書で繰越明許

費が３億８，３００万円ほどの金額になっておりますので、繰越明許費の詳

細を提出していただきたいと思います。 
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○議長 島﨑紘一  総務課長 

○総務課長 岡野均  繰越明許費の総額ですが、明細について、ちょっと暫時休憩

をさせていただいて、ご用意させていただきたいと思います。 

○議長 島﨑紘一  暫時休憩します。 

休  憩  午前１０時５１分 

再  開  午前１１時３２分 

○議長 島﨑紘一  休憩を解いて再開いたします。総務課長 

○総務課長 岡野均  大変お待たせして、大変申し訳ございません。 

     今、お手元にご用意させていただきまして、先ほど佐藤公夫議員さんから

のご質問の議案書、８０号議案、第５ページの繰越明許費の各事業ごとの内

訳書をご用意させていただきました。 

     見方といたしましては、１枚目、仮に１枚目なんですけれども、繰越見積

額ということで、一番上に書いてございます。小規模農村整備事業５，８６６

万７，０００円ということで、この内訳がその下段に書いてございます。 

     １３節、１５節ということで、路線名と内訳が書いてございます。以下、

同じように、繰越明許費の５ページの記載した金額ごとに、路線を明記させ

ていただいて、お示しさせていただいております。 

     よろしくお願いいたします。 

○議長 島﨑紘一  佐藤公夫君 

○１２番 佐藤公夫  繰越明許費の見積書、大変の数であります。 

     台風１９号災害ばかりではないんですけれども、少ない職員の数で、それ

ぞれ被害地の被害状況をよく調べ上げてくれたなと、大変ご苦労さんでした。 

     以上、皆さんのご苦労をねぎらいたいと思います。 

○議長 島﨑紘一  ほかに質問ございますか。堀口博志君 

○１０番 堀口博志  確認だけなんですけれども、例えば、これだけ多くの繰越明

許があるわけですけれども、例えば、この表でいくと、一番最初のところは

農林課になっているんですけれども、小規模農道とか、あるいはそういうの

は県の補助事業でやる事業になっておりますが、県においても、会計年度が

単一であると思いますので、年度内の補助金、あるいは事業ということに県

もなると思いますので、その点、町が繰越明許にして、県のほうではそれを

承知して、明許繰越になっても、本年同様に補助金この事業は継続して、県

のほうも承知をしているのかどうか、お聞きしたいと思いますけれども。 

○議長 島﨑紘一  農林課長 

○農林課長 佐藤正明  お答えさせていただきます。 
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     小規模農道整備事業につきましては、県のほうとの相談が終わっていまし

て、県の了承済みでございます。 

○議長 島﨑紘一  堀口博志君 

○１０番 堀口博志  同様に、各事業、過疎債等も使う事業が多いと思うんですけ

れども、過疎債のほうはどういうふうに、そこもみんな全部、了解とれてい

るんですか。 

○議長 島﨑紘一  総務課長 

○総務課長 岡野均  お答えします。 

     今回の県からの事業、補助事業含めて、まずは県のほうから通知がござい

まして、まずは災害復旧を最初にしろと。それを第一義にしてもらって、今

現在発注してある小規模農村事業であるとか、道路の基幹事業等については

繰り越しを、災害に関するのを第一義として、今後、今現在やっている工事

ついても、発注してある部分についても、繰り越して構わないというような

ことで、通知が来てございます。 

○議長 島﨑紘一  ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 島﨑紘一  質疑がないようですので、質疑を終結し、第８０号議案から第

８４号議案の５議案につきましては、予算決算特別委員会に付託したいと思

いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 島﨑紘一  ご異議ないものと認め、予算決算特別委員会に付託することに

決定いたしました。 

──────────────────── 

○議長 島﨑紘一  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

     本日はこれにて散会いたします。 

     大変ご苦労さまでした。 

──────────────────── 

    散  会    令和元年１２月１１日  午前１１時３７分 


